
大阪市総務局法科大学院エクスターンシップの実施に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市総務局（以下「総務局」という。）における大阪市総務局法科大学

院エクスターンシップ（以下「総務局エクスターンシップ」という。）の実施に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 

（法科大学院エクスターンシップの目的） 

第２条 総務局エクスターンシップは、法科大学院生に対して本市の法務行政実務に係る就業

経験の機会を付与することにより、法科大学院が教育の一環として行うエクスターンシップ

に協力するとともに、自治体の法務行政に対し理解を有する人材の育成に資することを目的

とする。 

 

（実習生及び定員） 

第３条 総務局エクスターンシップにより実習を行う学生（以下「実習生」という。）は、次の

各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。 

(1) 第８条第３項の規定により総務局エクスターンシップへの参加を認められた法科大学

院（以下「参加法科大学院」という。）に在籍し、当該参加法科大学院から推薦を受けた

者であること 

(2) 第12条に定める服務を確実に遵守できると認められる者であること 

２ 総務局エクスターンシップは、参加法科大学院ごとに１名を受け入れ、各年度の定員につ

いては、総務局行政部行政課（以下「行政課」という。）の業務状況等を考慮し、決定する。 

 

（実習期間、実習時間及び実習場所） 

第４条 実習期間は、参加法科大学院の夏季休業期間において、連続する５勤務日以上10勤務

日（（民 の祝日、土曜日及び日曜日を除く。）以下の範囲内で参加法科大学院の意見を聴いて

総務局行政部行政課長（以下「行政課長」という。）が決定する期間とする。 

２ 実習時間は、午前９時15分から午後５時15分までを基本として、参加法科大学院の意見を

聴いて行政課長が決定する時間とし、実習時間のうち、午後０時15分から午後１時までを休

憩時間とする。ただし、行政課長が必要と認める場合には、休憩時間を変更することができ

る。 

３ 実習場所は、原則として、大阪市役所本庁舎（大阪市北区中之島１-３-20）とする。ただ

し、行政課長が必要と認める場合には、実習場所を変更することができる。 

 

（実習内容） 

第５条 実習生は、次の各号に掲げる業務の補助業務に従事することとする。 

(1)（（契約書等の審査その他内部法律相談業務 

(2)（（外部法律相談（リーガルサポーターズ相談）に係る資料作成業務 

 



(3)（（行政課が所管する本市の附属機関事務局業務 

(4)（（その他行政課の所管業務のうち、行政課長が適当と認める業務 

 

（費用負担） 

第６条 実習生に係る赴任旅費、給与及び通勤手当、住居手当等の諸手当その他実習に係る全

ての経費は実習生個人又は参加法科大学院の負担とし、第10条第３項の実施に要する経費を

除き、本市はいかなる経済的負担も行わない。 

 

（保険の加入等） 

第７条 実習生又は参加法科大学院は、総務局エクスターンシップに係る傷害保険及び賠償責

任保険（以下「保険」という。）に加入しなければならない。 

２ 実習生及び参加法科大学院は、保険の保険金の範囲内で本市への求償権等その他の請求権

を放棄するものとする。 

３ 実習生及び参加法科大学院は、実習生が故意又は過失をもって第12条に定める服務に反す

る行為により、本市又は第三者に対して損害（保険により補填されたものを除く。）を与えた

場合は、これらに対して法令の定めるところにより責任を負わなければならない。 

 

（法科大学院の参加手続） 

第８条 総務局長は、総務局エクスターンシップを実施しようとするときは、当該総務局エク

スターンシップを実施しようとする年度（以下「実施年度」という。）の前年度の１月末日ま

でにその旨を公表する。 

２ 総務局エクスターンシップに参加しようとする法科大学院は、実施年度の前年度の２月末

日までに、実習を希望する期間、募集に係る学生の応募要件その他総務局長が必要と認める

事項を記載した総務局法科大学院エクスターンシップ参加申出書（様式１。以下「申出書」

という。）を本市に提出するものとする。 

３ 総務局長は、前項により提出を受けた申出書の記載内容及び行政課の業務状況を勘案し、

適当と認めるときは、当該提出に係る法科大学院の総務局エクスターンシップへの参加を許

可するものとする。 

４ 参加法科大学院の参加を認めることにより総務局エクスターンシップを適切に実施するこ

とが困難であると総務局長が認める場合は、前項の許可を取り消すことがある。 

 

（実習生の受入手続） 

第９条 参加法科大学院は、学生に対し総務局エクスターンシップへの参加を募集し、選考を

行った上で、行政課長が定める日までに総務局法科大学院エクスターンシップ実習生推薦書

（様式２）を本市に提出することにより、参加を希望する学生を推薦する。 

２ 総務局長は、前項の推薦を受けた学生の実習生としての受入れの可否を決定し、その結果

を参加法科大学院に通知する。 

３ 総務局長は、実習生として受入れの可否を決定するため、参加法科大学院に必要な情報の



提供を請求できる。 

 

（実習担当者の指名等） 

第10条 行政課長は、行政課に所属する職員から実習生ごとに当該実習生を主として指導する

者（以下「実習担当者」という。）を指名する。 

２ 実習担当者は、実習の内容等を定めた実習プログラムを定めるものとする。 

３ 行政課長は、実習に必要な机、椅子、パソコン等の事務用品を準備し、実習生に供与する

ものとする。 

 

（実習の中止） 

第11条 総務局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実習期間の満了前であっても、

実習を中止することができる。 

(1) 実習生が実習に真摯に取り組まないとき、遵守すべき事項を遵守しないとき、行政課長 

及び実習担当者の指示に従わないときその他実習態度に問題があると総務局長が認める 

場合 

(2) 実習を継続することにより本市の業務に支障を生じ、又はそのおそれがあると総務局 

長が認める場合 

(3) その他総務局エクスターンシップの目的を達成することが困難であると総務局長が認 

める場合 

２ 総務局長は、実習を中止する場合、その旨を参加法科大学院の代表者に通知するものとす

る。 

 

（実習生の服務） 

第12条 実習生は、次の各号に掲げる服務を遵守しなければならない。 

(1)  実習時間中は専ら所定の業務に従事し、実習目的の達成に努めること 

(2)  実習時間中、本市職員が遵守すべき法令、条例等並びに行政課長及び実習担当者の指

導、指示等に従うこと 

(3)  本市又は本市職員の信用を傷つける行為、本市又は本市職員にとって不名誉となるよ

うな行為及びこれに類する行為を実習期間中及び実習期間終了後も行わないこと 

(4)  実習により知り得た情報（公開されているものを除く。）を実習期間中及び実習期間終

了後も第三者に漏らさないこと 

(5)  実習期間中、実習日誌を作成し、実習期間終了後、実習の成果をまとめた報告書を作成

し、実習担当者に提出すること 

(6)  実習期間中及び実習期間終了後も、実習に関連する内容の論文等を本市の外部へ発表

等する場合には、事前に行政課長の承認を得ること 

(7)  病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習

担当者にその旨連絡すること。ただし、やむを得ない事情により、あらかじめ連絡できな

い場合は、事後速やかに実習担当者にその旨連絡すること 



２ 実習生は、前項各号に掲げる服務を遵守する旨の誓約書（様式３）を、事前に本市に対し

て提出しなければならない。 

３ 参加法科大学院は、実習生に対して、第１項の服務について、事前に十分な指導を行う等、

服務の徹底について必要な措置を行わなければならない。 

 

（実習の成果の評価及び報告） 

第13条 実習担当者は、実習生から提出された報告書の内容を踏まえ、実習の成果を評価し、

総務局長に評価結果を報告するものとする。 

２ 実習担当者は、参加法科大学院の代表者からの求めに応じ、実習の結果について報告書を

作成し、参加法科大学院の代表者及び行政課長に提出するものとする。 

 

（協定書等の締結） 

第14条 総務局エクスターンシップの適切な実施を担保するため、本市及び参加法科大学院と

の間で、協定書、覚書、契約書その他の書類を締結するものとする。 

 

（施行の細目） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、総務局エクスターンシップの実施に関し必要な事項は、

総務局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年１月22日から施行する。 

  



総務局法科大学院エクスターンシップ参加申出書 

 

 年 月 日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所在地                 

名 称                 

                 

 

総務局法科大学院エクスターンシップに参加したいので、次のとおり申し出ます。 

 

１ 法科大学院の名称 

 

２ 法科大学院の所在地 

 

３ 希望期間 

  年 月 日から  年 月 日までのうち、 日間 

 

４ 実習に係る学生の応募の要件及び締切並びに推薦学生の決定期限 

添付書類のとおり 

 

５ 添付書類 

□ 実習生募集要綱 

□ その他（     ） 

  

【様式１】 



総務局法科大学院エクスターンシップ実習生推薦書 

 

 年 月 日  

 

大 阪 市 長 様 

 

所在地                 

名 称                 

                 

 

総務局法科大学院エクスターンシップに次の者を推薦します。 

 

１ 推薦学生の所属及び氏名 

 

２ 推薦学生の連絡先 

電話(                    )   e-mail(                      ) 

 

３ 実習に当たって希望する合理的配慮の有無 

□ 無し 

□ 有り 

□ 車椅子使用  □ 駐車場希望 □ 手話通訳希望  □ 拡大資料希望 

□ 点字資料希望 □ 通訳希望（   語） 

□ その他 （                            ） 

 

  

【様式２】 



大阪市長 様 

誓 約 書 

 

私は、「総務局法科大学院エクスターンシップ」の実習生として受け入れていただくに当たり、

次の事項を確実に遵守することを誓約いたします。 

 

１ 実習時間中は専ら所定の業務に従事し、実習目的の達成に努めること 

２ 実習時間中、貴市職員が遵守すべき法令、条例等並びに貴市総務局行政部行政課長（以

下「行政課長」という。）及び実習担当者の指導、指示等に従うこと 

３ 貴市又は貴市職員の信用を傷つける行為、貴市又は貴市職員にとって不名誉となるよう

な行為及びこれに類する行為を実習期間中及び実習期間終了後も行わないこと 

４ 実習により知り得た情報（公開されているものを除く。）については、実習期間中はもち

ろん、実習終了後であっても漏洩しないこと 

５ 実習期間中、実習日誌を作成し、実習期間終了後、実習の成果をまとめた報告書を作成

し、実習担当者に提出すること 

６ 実習期間中及び実習期間終了後も、実習に関連する内容の論文等を貴市の外部へ発表等

する場合には、事前に行政課長の承認を得ること 

７ 病気等のため予定されていた実習を受けることができない場合には、あらかじめ実習担

当者にその旨連絡すること。やむを得ず事前に連絡ができない場合は、事後速やかに実習

担当者にその旨連絡すること 

８ 費用負担及び保険の加入等については、大阪市総務局法科大学院エクスターンシップの

実施に関する要綱の定めに従うこと 

９ 本誓約書に定めなき事項については、行政課長又は実習担当者の指示を仰ぎ、その指示

に従うこと 

10 「総務局法科大学院エクスターンシップ」の実施に関する紛争に関する管轄は大阪地方

裁判所とすること 

 

年 月 日  

法科大学院名             

所    属             

氏    名             

【様式３】 


